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監査の結果に基づき、措置を講じた旨の報告がありましたので、地方自治法第 199

条第 14項の規定により、措置改善事項を公表します。 

 

 

令和４年 12月１日 

 

平戸市監査委員 戸 田 幾 嘉 

 

平戸市監査委員 首 藤 毅 彦 

 

 

第１ 監査の種類 

地方自治法第 199条第２項の規定に基づく行政監査 

 

第２ 措置を講じた団体 

準公金団体（※１）   51団体 

準公金以外団体（※２） 22団体 

   （※１）平戸市準公金等取扱事務処理要領第２条に規定する団体 

   （※２）平戸市準公金等取扱事務処理要領第９条に規定する団体 

 

第３ 監査の期間 

    令和３年 12月 17日から令和４年５月 20日まで 

 

第４ 措置を講じた内容及び意思決定を行った内容 

   別紙のとおり 

 
○平戸市準公金等取扱事務処理要領 

(定義) 

第2条 準公金とは、公金(法令上本市の管理に属する現金、預貯金、有価証券等をいう。)以外の現金等

(現金、預貯金、備品、消耗品、郵便切手、プリペイドカード、収入印紙、小切手、郵便振替払出証書、

郵便為替証書及びその他の有価証券)であって、本市が補助金、負担金その他の名目により現金を交付

している団体(実行委員会形式のものを含む。以下「団体」という。)の所有に属し、かつ、業務上の

必要性から本市職員が管理しているものをいう。 

 

(その他の現金等の取扱い) 

第9条 公金及び準公金以外の現金(会費等)であっても、業務上の必要性から本市職員が管理しているも

のについては、この訓令に定める準公金の取扱いと同様に、適正な管理を行わなければならない。 

 

 

 



【措置を講じた内容及び意思決定を行った内容】 

 

 

１ 市職員が当該団体の事務を行う必要性（団体の在り方）の検討結果について 
〔今回の監査意見〕 

（１）市が任意団体の事務を執行する根拠について 

  ア 事務に従事する根拠が規約等で明確に定められているか。 

    市職員が市とは別の団体の事務を行う以上、その団体の事務に従事する根拠は必要

である。今回監査を行った 73 団体のうち 69 団体においては、団体の規約又は会則等

で規定されていた。残る４団体においては、引き続き市職員が事務を行うのであれば、

根拠が不明確であることから、対外的に説明ができるよう団体の規約等を整備の上、

その中で明確な根拠を規定する必要がある。 

  イ 市が事務局を担う必要があるか。 

   古くは昭和の時代から長期にわたり市が事務局を担っている団体が多くあり、一人

の職員で８つの事務局を担当している部署がある一方で、まったく準公金等を取り扱

っていない部署も存在した。令和２年度における決算規模が 1,000 万円以上の団体が

３団体あるなど、当該事務局業務における従事時間数が多く、予算規模が大きい団体

においては、現金預金等の取扱いにかかるリスクも増大すると考えられる。 

   前回監査時点と比較して、９団体においては市から別団体に移管又は解散となるな

ど市における事務等の負担は一定軽減されていた。 

   引き続き、市が事務局を担う必要性について当該団体の事業内容も含め検証を行い、

その検証結果に基づき、対応策を講じていただきたい。 

 

   

上記のことを踏まえ、各団体に対し、「市職員が事務を行う必要性（団体の在り方）」

について、検討を依頼し、下記のような報告（結果）がなされた。（詳細は別紙参照） 

 

準公金 準公金以外 準公金 準公金以外

継続 59 46 13 81% 90% 59%

移管済 1 1 0 1% 2% 0%

移管予定 11 3 8 15% 6% 36%

解散 1 1 0 1% 2% 0%

解散予定 1 0 1 1% 0% 5%

計 73 51 22 100% 100% 100%

団体数
区分

構成比（％）

 
  ※構成比（％）は、表示単位未満を四捨五入のため計と内訳は一致しない場合がある。 

 

 

 

 

 



２ 各団体への指摘事項に対する措置状況について 

各団体への指摘事項に対する措置状況については、全団体において改善済又は今後

改善予定（一部改善済含む。）との報告があった。（詳細は別紙参照） 

 

準公金 準公金以外 準公金 準公金以外

指摘なし - 10 9 1 14% 18% 5%

改 善 済 12 8 4 16% 16% 18%

改善予定 51 34 17 70% 67% 77%

73 51 22 100% 100% 100%

構成比（％）団体数
区分

指摘　有

計  
  ※構成比（％）は、表示単位未満を四捨五入のため計と内訳は一致しない場合がある。 

 



【別紙】指摘事項に対する措置状況

1 総務課 平戸市自治連合協議会 行政班 準公金 継続 なし -

2 総務課 平戸北部中部地区区長連合協議会 行政班 準公金以外 継続 なし -

3 総務課 平戸地区連合防犯協会 危機管理班 準公金 継続 有 改善予定

4 総務課 平戸市交通安全母の会 危機管理班 準公金 継続 有 改善済

5 総務課 平戸市交通安全母の会平戸支部会 危機管理班 準公金以外 継続 有 改善済

6 中部出張所 平戸市防犯組合紐差支部 中部出張所 準公金 移管予定 有 改善予定

7 中部出張所 紐差地区区長会 中部出張所 準公金 移管予定 有 改善予定

8 中部出張所 獅子地区区長会 中部出張所 準公金以外 移管予定 有 改善予定

9 中部出張所 平戸市防犯組合獅子支部 中部出張所 準公金以外 移管予定 有 改善予定

10 中部出張所 紐差地区消防後援会 中部出張所 準公金以外 移管予定 有 改善予定

11 中部出張所 獅子地区消防後援会 中部出張所 準公金以外 移管予定 有 改善予定

12 中部出張所 中部地区自治振興会 中部出張所 準公金以外 移管予定 有 改善予定

13 中部出張所 紐差地区公衆トイレ清掃会 中部出張所 準公金以外 移管予定 有 改善予定

14 南部出張所 南部地区区長連絡協議会 南部出張所 準公金以外 移管予定 有 改善予定

15 市民課 平戸地区保健環境連合会 生活環境班 準公金 継続 なし -

16 市民課 平戸をきれいにする会 生活環境班 準公金 継続 なし -

17 福祉課 平戸市戦没者慰霊奉賛会 総務班 準公金 継続 なし -

18 福祉課 平戸市福祉健康まつり実行委員会 総務班 準公金 継続 なし -

19 観光課 平戸港夏まつり実行委員会 観光振興班 準公金 移管済 なし -

20 観光課 Kidsジョブチャレンジ2019in平戸実行委員会 観光振興班 準公金 継続 なし -

21 商工物産課 平戸市地域資源ブランド化推進協議会 物産振興班 準公金 継続 なし -

22 文化交流課 ひらんの風コンサート実行委員会 文化遺産班 準公金 継続 有 改善済

23 文化交流課 三浦按針没後400年事業実行委員会 交流推進班 準公金 解散 なし -

24 農林整備課 国営田平土地改良区 農林総務班 準公金以外 解散予定 有 改善済

25 農林整備課 平戸市緑化推進委員会 農林総務班 準公金以外 継続 有 改善済

26 農業振興課 平戸市担い手育成総合支援協議会 農務畜産班 準公金 継続 有 改善予定

27 農業振興課 平戸市地域農業再生協議会 農務畜産班 準公金 継続 有 改善予定

28 農業振興課 平戸市鳥獣被害防止対策協議会 農山村対策班 準公金 継続 有 改善予定

29 農業振興課 平戸市認定農業者協議会 農務畜産班 準公金以外 継続 有 改善予定

30 農業振興課 平戸市認定農業者協議会平戸支部 農務畜産班 準公金以外 継続 有 改善予定

31 農業振興課 全国農業新聞会計 農地推進班 準公金以外 継続 有 改善済

32 水産課 県北地域栽培漁業推進協議会 水産振興班 準公金 継続 有 改善済

33 水産課 北松地域栽培漁業推進協議会 水産振興班 準公金以外 移管予定 有 改善予定

34 水産課 平戸市漁協青年部連合会 水産振興班 準公金 継続 有 改善済

35 建設課 平戸市西九州自動車道建設促進協議会 総務管理班 準公金 継続 有 改善予定

36 生月支所 平戸地区交通安全協会生月支部 地域振興課 準公金 継続 有 改善予定

37 生月支所 生月町戦没者慰霊奉賛会 地域振興課 準公金 継続 有 改善予定

38 生月支所 生月町地区衛生組織連合会 地域振興課 準公金 継続 有 改善済

39 生月支所 舘浦競漕船大会実行委員会 地域振興課 準公金以外 継続 有 改善予定

40 田平支所 田平つばき物産展実行委員会 地域振興課 準公金以外 継続 有 改善予定

41 田平支所 田平町松浦鉄道協力会 地域振興課 準公金 継続 有 改善予定

42 田平支所 田平町地区衛生組織連合会 地域振興課 準公金 継続 有 改善予定

43 田平支所 田平地区戦没者慰霊奉賛会 地域振興課 準公金以外 継続 有 改善予定

44 大島支所 平戸地区交通安全協会大島支部 地域振興課 準公金 継続 有 改善済

45 大島支所 大島村地区衛生組織連合会 地域振興課 準公金 継続 有 改善済

46 学校教育課 平戸市学校保健会 指導班 準公金 継続 有 改善済

47 生涯学習課 平戸市体育協会 スポーツ推進班 準公金 継続 有 改善予定

48 生涯学習課 ひらどツーデーウォーク大会実行委員会 スポーツ推進班 準公金 継続 有 改善予定

49 北部公民館 コラスまつり実行委員会 北部公民館 準公金 継続 有 改善予定

50 北部公民館 北部地区健康まつり実行委員会 北部公民館 準公金 継続 有 改善予定

51 北部公民館 平戸市公民館連絡協議会 北部公民館 準公金 継続 有 改善予定

52 中部公民館 中部地区健康まつり実行委員会 中部公民館 準公金 継続 有 改善予定

53 中部公民館 平戸越南まつり実行委員会 中部公民館 準公金 継続 有 改善予定

54 南部公民館 クリーンリサイクル南部市民会議 南部公民館 準公金以外 継続 有 改善予定

55 南部公民館 南部地区健康まつり実行委員会 南部公民館 準公金 継続 有 改善予定

56 南部公民館 奥ひらど文化祭実行委員会 南部公民館 準公金 継続 有 改善予定

57 南部公民館 南部地区青少年健全育成連絡協議会 南部公民館 準公金以外 継続 有 改善予定

58 生月町中央公民館 生月町青少年健全育成町民会議 生月町中央公民館 準公金 継続 有 改善予定

59 生月町中央公民館 生月町体育振興会 生月町中央公民館 準公金 継続 有 改善予定

60 生月町中央公民館 いきつきロード大会実行委員会 生月町中央公民館 準公金 継続 有 改善予定

61 田平町中央公民館 田平町文化協会 田平町中央公民館 準公金 継続 有 改善予定

62 田平町中央公民館 田平町青少年健全育成会 田平町中央公民館 準公金 継続 有 改善予定

63 田平町中央公民館 田平町体育振興会 田平町中央公民館 準公金 継続 有 改善予定

64 田平町中央公民館 がわっぱ祭伝承会 田平町中央公民館 準公金以外 継続 有 改善予定

65 田平町中央公民館 たびら中瀬草原クロスカントリー大会実行委員会 田平町中央公民館 準公金 継続 有 改善予定

66 田平町中央公民館 たびら子どもの未来を育てる会 田平町中央公民館 準公金 移管予定 有 改善予定

67 大島村公民館 大島村体育振興会 大島村公民館 準公金 継続 有 改善予定

68 大島村公民館 大島村青少年健全育成会議 大島村公民館 準公金 継続 有 改善予定

69 大島村公民館 大島村盆踊振興会 大島村公民館 準公金 継続 有 改善予定

70 大島村公民館 大島村文化協会 大島村公民館 準公金 継続 有 改善予定

71 消防本部総務課 平戸市消防団 消防団係 準公金 継続 有 改善予定

72 消防本部予防課 平戸市幼少年婦人防火委員会 予防係 準公金 継続 有 改善予定

73 消防本部予防課 平戸市危険物安全協会 危険物係 準公金以外 継続 有 改善予定

No 団体名の名称 事務局
準公金等
区分

検討結果 指摘事項 措置状況課名等


